
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆障害者雇用率 

平成 30 年４月から、次のように引き上げる。 

・一般の民間企業【現行：2.0％】 

→2.3％（当分の間 2.2％、３年を経過する日より前に 2.3％） 

・国及び地方公共団体並びに特殊法人【現行：2.3％】 

→2.6％（当分の間 2.5％、３年を経過する日より前に 2.6％） 

・都道府県等の教育委員会【現行：2.2％】 

→2.5％（当分の間 2.4％、３年を経過する日より前に 2.5％） 

◆報告対象事業主（１人以上の障害者の雇用義務がある事業主） 

障害者雇用率を見直す結果、障害者である労働者の雇用に関する状況の報告義務の対象となる事業主（報告

対象事業主）の範囲の見直しも必要となる。一般の民間企業においては、次のとおり。 

【現行：50人以上の労働者を雇用する事業主】 

→43.5人（当分の間45.5人、３年を経過する日より前に43.5人）以上の労働者を雇用する事業主 

確認 障害者雇用率制度の概要 

事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者（平成30年４月からは、精神障害者も追加）の割合を、

「障害者雇用率」以上にする義務があります。 

具体的には、各企業が雇用すべき障害者の数を、次のように計算します〔除外率を考慮しない原則〕。 

常時雇用する労働者の数（短時間労働者は１人につき0.5人として算入）× 障害者雇用率※ …１人未満は切り捨て 

※上記 障害者雇用率参照。一般の民間企業では「2.0％」（「2.2％」、「2.3％」と引き上げ予定） 

なお、企業が重度の障害者を１人雇用している場合は、２人の障害者を雇用したもの 

とみなす（ダブルカウント）などのルールがあります。 

確認 障害者雇用状況報告の概要 

報告対象事業主は、毎年６月１日現在の障害者の雇用に関する状況（障害者雇用状況報告）をハローワーク

に報告する義務があります。 

◆「サポーター」を養成へ 

厚生労働省は、今秋から、精神障害者などが働きやすい職場づくりの旗振り役となる「精神・発達障害者しご

とサポーター」の養成を始めるようです。民間企業で働く従業員に障害の特性などを把握してもらい、障害を

持つ同僚への声かけなどをしてもらうなど、精神・発達障害者を支援する環境づくりを推進していくことを目

的とするものです。 

なお、サポーター養成のため、民間企業の従業員を対象に障害の特性やコミュニケーションの取り方などを学

ぶ講習会を全国で開催する予定とのことです。 

障害者雇用率の引き上げを予定 平成３０年４月から２.２％ 

障害者雇用促進法の改正により、平成 30 年４月１日から、精神障害者の雇用が義務化され、

法定の障害者雇用率の算定式に精神障害者が追加されることが決定しています。 

このことなどを踏まえて、同日から障害者雇用率を引き上げるため、政省令の見直しが進め

られています。そのポイントは次のとおりです。 
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本年５月、「ある地方裁判所で、大手流通グループの関連会社（警備業）の男性社員が宿直の仮眠時間は労

働時間にあたるなどとして未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決があり、裁判長が未払い残業代と

付加金の計約 180 万円を支払うよう同社に命じた」という報道がありました。 

また、「ある都道府県労働局が、勤務中に長時間の待機を求められ心筋梗塞で死亡した男性運転手について、

労災を認めなかった労働基準監督署の決定を取り消し、逆転認定した」という報道もありました。 

この都道府県労働局は、労働基準監督署が労働時間と認めなかった待機時間を労働時間と認め、１か月間

に過労死ラインを上回る 133 時間程度の残業があったと判断し、労災認定したとのことです。 

具体的な状況にもよりますが、仮眠時間や待機時間も、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される

場合には労働時間として取り扱われることになります。 

このことは、過去の最高裁判例でも示されており、また、厚生労働省が「『過労死等ゼロ』緊急対策」の一

環として策定し普及を図っている「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラ

イン」にも示されています。 

労働時間とはどのような時間をいうのか？ 

そのガイドラインの「労働時間の考え方」を紹介します。 

    代表  上田 正順 
〒862-0949 熊本市中央区国府 1-13-5 2F 

TEL:096-211-6055 FAX:096-211-6065 

URL:http://brainstar.jp 

365 日の誕生花・花言葉 
ポ ン ポ ン ダ リ ア  

花 言 葉 ： 感 謝 、 行 動 力  

テンジクボタンという和名の由来

は、インドを経由して日本に持ち

込まれたことと、花の形がボタン

（牡丹）に似ているからだといわ

れています。 

7 月 19 日 

今一度確認を！労働時間の考え方（待機時間などは労働時間？）トピックス 

ガイドライン／労働時間の考え方 

① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付けら

れた所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を

事業場内において行った時間 

② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働

から離れることが保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時

間」） 

③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示

により業務に必要な学習等を行っていた時間 

さて、あてはまった時間はなかったでしょうか・・・。 

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示によ

り労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。 

そのため、次の①から③のような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。 

ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については

労働時間として取り扱うこと。 

なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者

の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるもので

あること。 

また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者

から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるもので

あること。 



 

 

 

 

 

 

6 兼峯支店長の B.D 前日に平尾の隠れ家的イタリアン

レストラン Gavino にて。シャイな支店長は一番奥で。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ストレスマネジメントに関する調査 
一般社団法人日本経営協会が実施した「組織のス

トレスマネジメント実態調査」の結果から、メンタ

ルヘルス不調の要因と企業が行う対策がうまくかみ

合っていない状況があることがわかりました。 

この調査は、ストレスチェック制度開始後、最初

の実施期限直後である 2016 年 12 月から 2017 年 1

月にかけて行われました。 

企業におけるストレスチェック制度の進捗状況や

ストレスマネジメント全般の状況、今後の課題等に

ついて、「勤務先事業所の現状」「メンタルヘルスに

関する取組状況」「ストレスチェック制度の実施状

況」「職場環境の改善」についてまとめられています。

◆要因と対策にズレがある 
この調査の中で、「職場環境の改善」について、メ

ンタルヘルス不調者を出さないために企業が行った

対策は、1 位：「超過勤務（残業）時間の削減」

（69.4％）、2 位：「従業員のハラスメントに対する

知識と意識の向上」（44.2％）、3 位：「ハラスメント

防止・対策の強化」（35.5％）という結果となってい

ます。 

 

一方、メンタルヘルス不調者が発生する主要因と

しては、1 位：「職場の人間関係」（64.3％）、2 位：「本

人の性格」（43.7％）、3 位：「上司との相性」（40.0％）

となっており、対策のほうで 1 位となっている「長

時間労働」は、要因としては 6 位となっています。

つまり、要因と対策がかみ合っていないことがう

かがえます。 

企業が実施するメンタル不調対策が的を射ていない!?

7/10 ●健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出   ●労働保険概算・確定保険料申告書の提出 

●労働保険料の納付   ●労災保険一括有期事業報告書の提出（建設業） 

●一括有期事業開始届の提出（建設業）  

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額が 1 億 8,000 万円未満の工事 

●６月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

●特例による源泉徴収税の納付（1 月～6 月分） 

7/15 ●障害者雇用状況報告書、高年齢者雇用状況報告書・外国人雇用状況報告書の提出期限 

●所得税予定納税額の減額申請 

7/31 ●労働者死傷病報告書の提出   ●6 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

●所得税の予定納税額の納付   ●5 月決算法人の確定申告・11 月決算法人の中間申告 

●8 月・11 月・翌年 2 月決算法人の消費税の中間申告 

兼峯支店長とバースデイランチ（福岡支店） 

◆スキル不足と人員不足 
また、ストレスマネジメントを実施するうえでの

問題として、専門知識やスキルを持つ人材がおらず、

マネジメントとの中心となる上司自身も多忙で手が

回らないことがあるようです。 

こうした状況で、部下のマネジメント対策を行う

上司がメンタル不調に陥ってしまっては意味があり

ません。また、対策がうまくいかなければ、メンタ

ル不調にならずとも他社へ転職してしまう等の人材

流出や、他の従業員のストレス増加、士気の低下な

どにもつながりかねません。 

◆経営戦略としてのメンタルヘルスマネジメン

ト 

メンタルヘルス不調の主要因が、職場のコミュニ

ケーションや人員構成にあるとすれば、その対策に

は労働時間等に関する個別の労務管理はもとより、

「ストレスなく健康に働くことを尊重する雰囲気・

マインドを醸成する」という、企業の経営戦略とも

リンクした人事マネジメントの視点での全社的な取

組みが重要となるでしょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆働き方改革の施策の 1 つ 
今年度（平成 29 年 4 月 1 日）から新設された雇

用関係助成金の 1 つに「人事評価改善等助成金」が

あります。 

本助成金は、生産性向上に資する人事評価制度と

賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、

賃金アップおよび離職率の低下を図る事業主に対し

て助成されるものであり、人材不足を解消すること

を目的として創設されました。 

今話題の“働き方改革”の施策の 1 つだと言えま

す。 

◆支給額、支給要件は？ 
支給額が最大 130 万円（制度整備助成：50 万円＋

目標達成助成：80 万円）と大きいこともあり、申請

件数も増えているようです。  

支給要件は以下の通りとなっています。 

【制度整備助成】 

（１）人事評価制度等整備計画を作成し、労働局長

の認定を受けること 

（２）認定された人事評価制度等整備計画に基づき、

整備し実施すること 

 

今年度から新設された「人事評価改善等助成金」

【目標達成助成】 

（１）「制度整備助成」の措置を実施すること 

（２）「生産性要件」を満たしていること 

（３）離職率を目標値以上に低下させること 

（４）毎月決まって支払われる賃金を 2％以上増加さ

せること 

なお、（２）の「生産性要件」を満たすには、支給申

請等を行う直近の会計年度における生産性がその 3 年

前に比べて 6％以上伸びていることが必要であり、計

算にあたっては、厚生労働省のホームページでダウン

ロード可能な「生産性要件算定シート」を活用するこ

とでできます。 

◆手続きの流れ 
本助成金の大まかな手続きの流れは、以下の通りで

す。 

（Ａ）「人事評価制度等整備計画」の作成・提出…提出

期間内に本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提

出 

（Ｂ）認定を受けた「人事評価制度等整備計画」に基

づく人事評価制度等の整備…労働協約または就業規則

に明文化することが必要 

（Ｃ）人事評価制度等の実施…すべての正規労働者に

実施することが必要 

（Ｄ）制度整備助成の支給申請（50 万円支給） 

（Ｅ）目標達成助成の支給申請（80 万円支給） 

※興味のある方は担当までご連絡ください。 

◆開始から 12 年の「クールビズ」 

環境省が 2005 年の夏から推し進めてきた「クールビ

ズ」ですが、今年も環境省が推奨している実施期間は昨

年と同様、5 月 1 日～9 月 30 日となっており、すでに各

企業でも取組みが始まっているようです。 

この「クールビズ」は、開始から 12 年が経ち、夏に

なると対応した着こなしが提案されたりするなど、社会

的に浸透している取組みとなっています。 

◆認知度は 9 割超 実施率は約 6 割 

一般財団法人日本気象協会が、天気予報専門メディア

「tenki.jp」内の『tenki.jp ラボ』で 20 代から 50 代までの会

社員（男女計 400 名）を対象に実施した「クールビズに

関するアンケート調査」によると、「クールビズを知っ

ている」と答えた人は 98.3％に上ったそうです。 

ほぼ全員が知っていると言える数字ですが、一方で、

クールビズを「実施したことがある」と答えた割合は

61.5％と、認知度と実施率にはギャップのある結果とな

っています。 

◆「関東・甲信地方」では実施率が高い 

上記の調査では地方別の実施率も示されており、最も

実施率が高い地方は「関東・甲信」で、75.0％という結

果となっています。以下、「中国」「沖縄」（いずれも

70.0％）と続いており、逆に最も実施率が低い地方は「東

北」で 52.5％となっています。また、「九州」も 55.0％

と低くなっています。これらの結果を見ると、単純に屋

外の気温や湿度の関係だけによって実施率が左右され

るわけではないことがわかります。 

◆働きやすい職場環境を保つことが重要 
環境省では「室温 28 度」で快適に過ごせる取組みを推奨し

ていますが、中には「28 度では不快なのではないか？」とい

う意見も出ているようです。同省は、推奨している室温 28 度

という設定温度は「空調の設定温度」ではなく、あくまで「室

温」であるとしていますが、冷房の設定温度を 28 度とすると

不快な暑さを感じる場合もあるかもしれませんので、「午後は

西日が当たりやすい」「オフィス機器が熱源となっている」な

ど、職場の環境によって冷房の設定温度は調整が必要になる

でしょう。職場の状況に合わせて快適な職場環境を保ち、暑

い夏を乗り切りたいものです。 

開始から 12 年！  

「クールビズ調査」の結果


